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資料５ 
南極地域観測統合推進本部 
第 24回外部評価委員会 

R1.5.24 

南極地域観測第Ⅸ期６か年計画の中間評価の進め方について（案） 
 

１．評価の目的 

 

○ 南極地域観測第Ⅸ期６か年計画の前半３か年が終了したことに伴い、観測

計画や設営計画等に基づく取組の進捗を確認し、計画後半の取組への助言、

及び必要に応じて第Ⅹ期６か年計画の検討に資する助言を行う。 

 

２．評価スケジュール 

 

○ 本年11月に開催予定の南極地域観測統合推進本部総会において中間評価が

決定できるよう、とりまとめを行う。 

 

 【スケジュール案】 

  令和元年５月    第２４回外部評価委員会 

                     ・評価の基本方針等を決定 
 
      ６月    南極地域観測統合推進本部総会への基本方針等の報告 
 

６月～８月  評価の基本方針等に基づく国立極地研究所及び 

定常観測省庁等における自己点検の実施 
 
      ９月       第２５回外部評価委員会 

                        ・ヒアリング実施 
 
      10月    第２６回外部評価委員会 

             ・中間評価案審議 
 
      〃      第２７回外部評価委員会 

             ・中間評価案決定 
 

      11月    南極地域観測統合推進本部総会で中間評価の決定   

 

３．具体的な評価手順 

 

○ 本委員会において、評価項目、評価の観点等（以下「評価方針」という。）

を決定し、定常観測省庁等及び国立極地研究所の実施機関に提示。 

 

○ 定常観測省庁等及び国立極地研究所の実施機関において、評価方針に基づ

き自己点検を実施。 

 

○ 各自己点検結果及びヒアリングに基づき、評価を実施。 



評価スケジュール（案）

自己点検結果報告

質問・意見等

回 答

定常観測省庁等及び
国立極地研究所

自己点検実施

R1.6-8

※ ヒアリング実施前までに、自己点検結果等を
各委員あてに送付

※
・外部評価委員会スケジュール等の報告

・南極地域観測事業の現状
・評価の進め方
・評価方針及び評価担当 等

外部評価委員会(第24回）

外部評価委員会(第25回）

外部評価委員会(第26回)

外部評価委員会(第27回)

南極本部総会

南極本部総会

・自己点検に基づくヒアリング実施
及び評価作業

・中間評価案審議

・中間評価案決定

・中間評価審議・決定

R1.5.24

R1.6

R1.9以降

R1.11

南極地域観測統合推進本部
（文部科学省）

（参考）
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